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第２章　内国法人における一般的な外国税額控除 1　外国税額控除の３形態及び損金算入との選択

「外国税額控除の仕組み」の概要図

海外のＡ国に支店がある場合を例として，この場合における我が国と

支店所在地国の二重課税の排除（調整）の仕組み，すなわち直接外国税

額控除制度の概要を例示（日本の実効税率を35％，Ａ国の税率を25％と

仮定）すると，次のようになる。

外国税額控除限度額（70）

［海外（源泉地国）］

［日本（居住地国）］
日本の課税所得
（全世界所得：600）

日本と外国での
納付税額（210）

国外所得
　対応分
（20）

外国税額
（50）

国内所得
対応分　
（140）

国内所得
対応分　
（140）

国外所得
対応分　
（70）

国外所得
（国外源泉所得
に係る所得金
額）
　　（200）

外国税額控除
余裕額（20）

×
税率 35 ％（実
効税率）

日本での
差引納付
税額（160）

日本での納付
法人税額　　

（160＝210－50）

日本での算出　
法人税額　　　

（210＝600×35％）
国内所得
（国内源泉所得
に係る所得金
額）
　　（400）

外国税額
控除額
（50）

×
税率 25％

調整国外所得金額に
基づき算出した，我
が国の実効税率相当
額が上限

控除対象外
国法人税額
（50）

国外所得
（Ａ国の国外事
業所等帰属所得
に係る所得金額）
　　（200）

（2）外国税額の損金算入との選択
①　基本的な取扱い
内国法人の外国法人税の控除の適用は，原則として所得税額の控除の場

合と同様，その法人の選択に任せることとされている。したがって，その

選択をする場合には，法人税の確定申告書，修正申告書又は更正の請求書

に控除を受けるべき金額や控除対象外国法人税の額に関する明細を記載し

た書類を添付して税額控除制度の適用をすることになる。

一方，その選択をしない場合は，その外国税額は，企業会計の処理等に

「外国税額控除の仕組み」の概要図
会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算課税される留保

所得金額に対応する部分をその内国法人が自ら納付する外国法人税の額と

みなして，その内国法人の法人税額から税額控除することをいう。

なお，これらの三つの形態の外国税額控除は，それぞれ別個独立した税

額控除制度として運用されるのでなく，最終的な税額控除額の算定段階に

おいては一つのものとして合算してその金額を計算する仕組みになってい

るため，互いに密接に関連したものとなっている。
泫　平成30年度の税制改正により，いわゆるファンドを通じて稼得する収益の分配等の
所得に対する国際的二重課税の排除措置として「分配時調整外国税相当額の控除制度」
が創設された。この制度は，従来の外国税額控除制度とは区分した別の制度として構
築されているとともに，その内容も特異なものであることから，本書では，第 7章で
その解説を記載するにとどめている。

上記の外国税額控除制度について，内外の所得と税額との関係を含めた

制度の全体像をイメージで示すと，次のようになる。
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第８章　個別事例に基づく内国法人に係る申告書別表の記載例 記載事例 5

記載事例 5 別表六（三）（外国税額の繰越控除余裕額又は繰越
限度超過額の計算に関する明細書）の記載例

この明細書は，内国法人が法第69条第 2項，第 3項若しくは第12項｟外

国税額の控除｠の規定又は同条第18項若しくは第19項（これらの規定を同

条第23項及び第24項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る場合等に記載する。
泫　地方税の控除限度額の計算に当たり，地令第 9条の 7第 6 項ただし書｟道府県民税
の実際税率に基づく控除限度額｠又は第48条の13第 7 項ただし書｟市町村民税の実際
税率に基づく控除限度額｠（地令第57条の 2｟法人の市町村民税に関する規定の都へ
の準用等｠の規定において準用する同令第48条の13第 7 項ただし書を含む。）の規定
を適用し，標準税率による控除限度額の計算ではなく，実際税率（超過税率）による
控除限度額の計算を選択する場合には，この別表の作成に先立って，別表六（三）付
表一（地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書）を作成し，同別表の28欄
（地方税の控除限度額）の各欄の算出を行う必要がある。

なお，本記載例は，次の事項を前提条件としている。

① 　この別表の作成対象の法人は「日本橋食品製造株式会社（食料品製造業）」で，
対象事業年度は「自令和 6年 4月 1日～至令和 7年 3月31日」である。

② 　別表六（二）の17欄（法人全体における法人税の控除限度額）の金額は，
26,969,506円である。
　また，この法人は，地方税の控除限度額について実際税率による計算を選択し
ているため，別表六（三）付表一の28欄の④（道府県民税の控除限度額）に記載
されている金額は「493,966円」，同欄の⑤（市町村民税の控除限度額）に記載さ
れている金額は「2,265,437円」である。

③ 　この法人の事業所等の内訳，法人税割の実際税率は，次のとおりである。

事務所等の名称 期末
従業者数 道府県民税 市町村民税

本店（東京都中央区日本橋△─△─△） 150人 2.0％ 8.4％

習志野工場（千葉県習志野市▲─▲─▲） 800人 1.8％ 8.4％

④ 　別表六（二の二）の21欄（当期の控除対象外国法人税額）の金額は，
16,299,577円である。

⑤ 　当期におけるこの法人の下記決算期の控除余裕額又は控除限度超過額の前期繰
越額は，次のとおりである。
1　控除余裕額 2　控除限度超過額

令和 6年 3月期
（ 1年決算） 前期繰越額 令和 5年 3月期

（ 1年決算） 前期繰越額

国税 1,650,000円 計 2,703,000円

道府県民税 16,500円

市町村民税 99,000円

計 1,765,500円

【記載のポイント】
1　 1 欄（法人税）には，別表六（二）の17欄の金額を記載するが，100
円未満の金額を切り捨てないで記載する。

2　 3欄（道府県民税）には，次により記載する。
地令第 9条の 7第 6項本文｟外国の法人税額等の控除｠の規定の適用

を受ける場合には「又は（別表六（三）付表一「28の④」）」を消し，同

項ただし書の規定の適用を受ける場合には「（⑴× 1％）又は」を消し，

別表六（三）付表一の28欄の④の金額を記載する。

3　 4欄（市町村民税）には，次により記載する。
地令第48条の13第 7 項本文｟外国の法人税額等の控除｠（同令第57条

の 2｟法人の市町村民税に関する規定の都への準用等｠において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定の適用を受ける場合には「又は（別

表六（三）付表一「28の⑤」）」を消し，同項ただし書の規定の適用を受

ける場合には「（⑴× 6％）又は」を消し，別表六（三）付表一の28欄

の⑤の金額を記載する。

4　 6欄（控除対象外国法人税額）の金額が 5欄（控除限度額等の計）の
金額に満たないときは，右側の「控除余裕額」の 7欄から10欄までの各
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第８章　個別事例に基づく内国法人に係る申告書別表の記載例 記載事例 6

記載事例 6 別表六（二の二）（当期の控除対象外国法人税額
に関する明細書）の記載例

この明細書は，内国法人が法第69条｟外国税額の控除｠若しくは措置法

第66条の 7第 1項｟内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例｠若

しくは第66条の 9の 3第 1項｟特殊関係株主等である内国法人に係る外国

関係法人に係る所得の課税の特例｠の規定の適用を受ける場合等に記載す

る。

なお，本記載例は，次の事項を前提条件としている。

① 　この別表の作成対象の法人は「日本橋食品製造株式会社」で，対象事業年度は
「自令和 6年 4月 1日～至令和 7年 3月31日」である。

② ・別表六（四）の29欄（納付した控除対象外国法人税額）は，13,386,800円である。
・別表六（四）の30欄（納付したとみなされる控除対象外国法人税額）は，1,211,777
円である。

・別表十七（三の五）の37欄（課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額）は，
1,701,000円である。

【記載のポイント】
1　 1欄から 4欄まで， 6欄及び10欄から12欄までの各欄は，それぞれ各
欄に記載されている別表の該当欄からその金額を移記する。

この記載例では， 1欄に別表六（四）の29欄（納付した控除対象外国

法人税額）の金額「13,386,800円」を， 3欄に別表六（四）の30欄（納

付したとみなされる控除対象外国法人税額）の金額「1,211,777円」を，

6欄に別表十七（三の五）の37欄（課税対象金額等に係る控除対象外国

法人税額）の金額「1,701,000円」を，それぞれ記入する。

なお，10欄から12欄までの各欄は該当がないため記入しない。

2　 5欄， 7欄から 9欄まで，13欄，18欄及び19欄の各欄は，それぞれ各
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＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたし
ます。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。
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　（いずれかを    で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
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お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、
弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきまし
ては、お問合せフォーム かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120 203 696　　FAX.0120 202 974

お客様の個人情報の
取扱いについて

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用
いただけません。

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）
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外税控除改補(022210)  2024.9 AZIP

第１章  総則
１　国際的二重課税の排除措置（外国税額控除の意義）と
　  我が国の選択した制度の概要
２　我が国の外国税額控除制度の沿革

第２章  内国法人における一般的な外国税額控除
１　外国税額控除の３形態及び損金算入との選択
２　地方法人税及び地方税を含めた外国税額控除制度の概要
３　外国法人税の意義
４　外国税額控除の適用及び控除の時期
５　控除対象外国法人税額の意義等
６　控除限度額の計算方法
７　具体的な外国法人税の控除額の計算
８　外国税額控除を選択した場合の外国税額の所得調整等

第３章  みなし納付外国税額控除制度（Tax Sparing Credit）
１　みなし納付外国税額控除の意義
２　みなし納付外国税額の計算
３　みなし納付外国税額控除が適用される場合の
　  控除対象外国法人税額の計算

第４章  内国法人における外国税額控除の申告及び諸手続等
１　法人税法第69条第1項（原則控除）の適用手続等
２　法人税法第69条第２項又は第３項（繰越控除）の適用手続等
３　みなし納付外国税額控除の適用手続等
４　確定申告書等の添付書類
５　明細書,タックスレシート等以外の添付・保存書類
６　外国法人税額の控除の順序及び還付等
７　文書化

第５章  グループ通算制度を選択した場合の外国税額控除
１　グル-プ通算制度の創設趣旨とその概要
２　グループ通算制度における外国税額控除限度額の算定（概要）
３　グループ通算制度におけるその他の特殊性（概要）
４　グループ通算制度における特有な取扱い（各論）
５　地方法人税の取扱い
６　地方税(法人住民税)の取扱い

第６章  外国子会社合算税制等における外国税額控除
１　外国子会社合算税制における外国税額控除
２　コーポレート・インバージョン対策合算税制における外国税額控除
３　確定申告書への計算明細の記載及び関係書類の添付・保存等

第７章  内国法人における分配時調整外国税相当額等の控除
１　分配時調整外国税相当額の控除制度の創設
２　集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の控除
３　特定目的会社等に係る分配時調整外国税相当額の控除
４　特定目的会社等が外国子会社合算税制の適用を受けた場合の二重課税の調整

第８章  個別事例に基づく内国法人に係る申告書別表の記載例
記載事例１　別表六(五)(利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書）の記載例
記載事例２　別表十七(三の五)(外国関係会社の課税対象金額等に係る
　　　　　  控除対象外国法人税額の計算に関する明細書）の記載例
記載事例３　別表六(四)(控除対象外国法人税額に関する明細書）の記載例
記載事例４　別表六(三)付表一（地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書）の記載例
記載事例５　別表六(三)(外国税額の繰越控除余裕額又は繰越限度超過額の計算に関する明細書）の記載例
記載事例６　別表六(二の二)(当期の控除対象外国法人税額に関する明細書）の記載例
記載事例７　別表六(二)付表三（国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書）の記載例
記載事例８　別表六(二)付表二（国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の
　　　　　　計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書）の記載例
記載事例９　別表六(二)付表一（国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書）の記載例
記載事例10　別表六(二)(内国法人の外国税額の控除に関する明細書）の記載例
[参考：関連する申告書の記載事例]

第９章  外国法人における外国税額控除 
１　制度創設の趣旨とその概要
２　外国法人の外国税額控除制度特有のもの
３　適用要件
４　分配時調整外国税相当額の控除

【参考資料】
参考資料１　国外事業所等（恒久的施設）の範囲
参考資料２　国外源泉所得の意義に関する租税条約との差異
参考資料３　外国子会社から受ける配当等がある場合の外国税額控除の控除限度額の計算
参考資料４　国外事業所等帰属所得に関する調査及び事前確認に係る事務運営要領
参考資料５　外国税額控除に関する近年の主な裁判事例と裁決事例
参考資料６　外国税額控除に関する申告書別表の様式と記載要領

改訂版　図解と設例で理解する！
外国税額控除の仕組みと実務上の留意点＜令和６年補訂版＞


